
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知って学んで活用できるマイナンバーカードの使い方 
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マイナンバー制度は、国内の全住民にお知らせするマイナンバーを活用して、公平

公正な社会を実現するための仕組みとして導入されたものです。 

 

（１）マイナンバーとは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

全住民に通知される１２桁の番号をマイナンバー（個人番号）といいます。 

マイナンバーは生涯ずっと使うものです。不正に使われるおそれがある場合を 

除いて、変更されません。 

 

（２）マイナンバーでできること 

①手続きがより便利に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

社会保障・税・災害に関する手続きをする時に、市民の皆さんにご用意いた 

だく書類が減って、手続きがより簡単・便利になります。 

 

②公平・公正な社会の実現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなることで、負担を不当に免 

れたり、給付を不正に受けたりすることを防止します。 

 

③業務がよりスピーディーに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

行政機関で、個人情報の照合等に使っていた時間が大幅に減り、業務が正確 

でより速くなります。 

 

（３）どんな時に使うの？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

社会保障・税・災害対策等の手続きで、書類にご自身や家族のマイナンバーを 

記入します。例えば、次のような場面で使います。 

 

 社会保障・福祉の申請の時に市の窓口で 　　　 源泉徴収票等に記載するため勤務先へ-  
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１．マイナンバー制度とは



　 

 

①引っ越しや婚姻等で氏名・住所に変更がある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

②社会保障や税の手続き 
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 必要となる手続き 窓　口

 
・住民票の転入届、転居届等 市民課

 分　野 必要となる手続き 窓　口

 
国　保

・国民健康保険（国保）の届け出、給付 

・後期高齢者医療の届け出、給付
国保年金課

 
税　金

・市民税の申告 

・軽自動車の減免申請等
税務課

 
福　祉

・障がい児通所支援の申請 

・障がい者支援　手帳、手当の申請等
社会福祉課

 
介　護 ・介護保険の届け出、給付 高齢福祉課

 

こども

・児童手当の申請 こども支援課

 
・保育園、幼稚園入園の申請 こども育成課

２．白河市でマイナンバーが必要な手続き

http://1.bp.blogspot.com/-ZYTAi17K-MM/WeAFbacNq7I/AAAAAAABHjM/lF64P7nexqQDujNis7wiU8In5amQUK_ewCLcBGAs/s800/building_apart2.png
https://2.bp.blogspot.com/-BDiYJR0hSiw/W0mFtr33UfI/AAAAAAABNUE/NT1eVW634jgpFy3tpfSDcrPCK202bTTEACLcBGAs/s800/car_truck_hikkoshi.png
https://1.bp.blogspot.com/-9pDsJGXvNk4/XWS5fc5quiI/AAAAAAABUS8/xACX0wOId9U_NxqL80sNEcL96Bx_Qs4tQCLcBGAs/s1600/group_family_asia.png
https://1.bp.blogspot.com/-eVWc0WxjRHU/XKWRAsGGL_I/AAAAAAABSNM/kTpiCdzywbI1jbrjbpTC2tbhfXY7VL26ACLcBGAs/s800/building_jidoufukushi1_hoikuen.png


0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

　 

 

 

マイナンバーカードは、申し込みをした人だけが持つことができる顔写真入りのカ

ードで、このカード１枚でマイナンバーの提示と本人確認ができます。また、オン

ラインでの行政手続きに使えたり、コンビニで住民票の写し等の証明書を取得した

りすることができる便利なカードです。 

※申請時に 1 歳未満の方は顔写真省略のため本人確認は 2 点必要です 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

①氏名、住所、生年月日、性別が記載されています。 

②マイナンバーカードの有効期限（カード発行日から１０回目の誕生日） 

　※１８歳未満（カード発行日時点）は５回目の誕生日　※外国人は P.6 参照 

③電子証明書の有効期限（カード発行日から５回目の誕生日） 

④住所・氏名等変更の際の記載欄（役所の職員が記入します。） 

⑤臓器提供意思確認欄（内容確認の上、必要があれば署名してください。） 

⑥ＩＣチップ（電子証明書の情報等が登録されています。） 

⑦マイナンバー（１２桁の数字） 

 

専用カードケース（マイナンバーカードをお渡しする時に無料で配布）に入れておくと… 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別、臓器提供意思確認欄が隠れて見えなくなります。 
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（裏面）

1234 5678 9012
氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

３．マイナンバーカードとは

見本 見本

①

② 

③
④

⑤

⑦⑥

表面 裏面



　 

 

 

（１）マイナンバーカードの「こんな時どうしたらいいの？」 

 

①白河市から転出する場合は？ 

 

②他の市区町村に転入する場合は？ 
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 届出期間 引っ越し日の前後１４日以内

 
届出人

転出者本人または転出前の住所の世帯主 

※上記以外の方が手続きをする場合には委任状が必要です。

 場　所 本庁舎１階市民課、各庁舎地域振興課、各行政センターの窓口

 

手続きに 

必要なもの

・マイナンバーカード 

・印鑑登録証（お持ちの方のみ） 

・国民健康保険資格確認書など（加入者のみ） 

・後期高齢者医療資格確認書など（加入者のみ） 

・介護保険被保険者証（加入者のみ） 

・各種医療者証（お持ちの方のみ）

 

届出期間

白河市で転出の届け出をした後、「転出予定日から３０日以内」

かつ「住み始めてから１４日以内」 

※詳しくは、５ページの具体例をご覧ください。

 
届出人

転入者本人または転入先の住所の世帯主 

※上記以外の方が手続きをする場合には委任状が必要です。

 場　所 転入先の市区町村の窓口

 

手続きに 

必要なもの

・転入者全員分のマイナンバーカード 

※マイナンバーカードを作成した時に設定した暗証番号が必要 

となりますので、事前にご確認ください。 

※詳しくは、転入する市区町村にお問い合わせください。

 

注意点

マイナンバーカードの継続利用手続きは、「転入の届け出をして

から９０日以内」に行ってください。継続利用の手続きをしな

いまま９０日を経過した場合、マイナンバーカードは失効しま

すのでご注意ください。

４．マイナンバーカードのここが知りたい！



 マイナンバーカードによる転入の届け出の具体例  

 

 例１  ４月３日に引っ越し予定の方が、４月１日に転出の届け出をした場合 

 

 

 

 

未来 

 

 

 

 

例１の場合、　　　　の期間内に転入の届け出が必要です。５月３日を過ぎると 

マイナンバーカードによる転入ができません。転出証明書が必要です。 

 

 例２  ３月３０日に引っ越した後に、４月１日に転出の届け出をした場合 

 

 

 

 

未来 

 

 

例２の場合、　　　　の期間内（転出届出日より実際に住み始めた日が過去の場 

合は、住み始めてから 14 日以内）に転入の届け出が必要です。４月１３日を過 

ぎるとマイナンバーカードによる転入ができません。転出証明書が必要です。 

 

 例３  ４月３日に引っ越し予定で転出届を届け出たが、予定より遅くなって 

しまった場合 

 

 

 

 

未来 

 

 

例３の場合、転出予定日から３０日を超えています。法定期間を過ぎたため、 

マイナンバーカードによる転入ができません。転出証明書が必要です。 
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転出予定日から３０日 

５月３日

実際に住み始めた日 

６月１日

転出予定日 

４月３日

転出届出日 

４月１日

実際に住み始めた日 

３月３０日

住み始めてから１４日 

４月１３日

転出届出日 

４月１日

転出予定日 

４月３日

実際に住み始めた日 

４月２５日

住み始めてから１４日 

５月９日

転出予定日から３０日 

５月３日

（転出予定日から３０日以内）



③白河市内で転居や氏名変更があった場合は？  

 

④外国人で在留期間の定めがある場合は？ 
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手続き

白河市内で住所や氏名が変わった場合は、速やかにマイナンバ

ーカードの記載内容の変更手続きをしてください。

 場　所 本庁舎１階市民課、各庁舎地域振興課の窓口

 
手続きに 

必要なもの

・マイナンバーカード（転居の場合、転居者全員分） 

※マイナンバーカードを作成した時に設定した暗証番号が必要 

となりますので、事前にご確認ください。

 

有効期限

マイナンバーカードの有効期限は、在留期間までとなります。 

新しい在留カードに更新した場合は、窓口でマイナンバーカー

ドの更新ができます。 

新しい在留カードが有効期限までに間に合わない場合、特例で

マイナンバーカードの有効期限を２か月間延長することができ

ます。裏面に在留期間更新申請中のスタンプが押された在留カ

ードとマイナンバーカードを持って窓口にお越しください。 

Be careful ! 

In the event your period of stay is updated, this information will not 

automatically be reflected on your Individual Number Card. 

Please bring your cards to city hall for processing. 

Your Individual Number Card will become invalid if you fail to extend 

it at city hall before its expiration date. 

We don't send update notifications. Please apply for it yourself. 

（なお、外国人住民のうち、永住者、高度専門職第２号および

特別永住者については、マイナンバーカードの有効期限は、日

本人の場合と同様に発行の日から１０回目の誕生日までとなり

ます。）

 場　所 本庁舎１階市民課、各庁舎地域振興課の窓口

 

手続きに 

必要なもの

・在留カード 

・有効期限内のマイナンバーカード 

※マイナンバーカードを作成した時に設定した暗証番号が必要 

となりますので、事前にご確認ください。



⑤電子証明書の有効期限と更新とは？ 

マイナンバーカードに記録される電子証明書には有効期限（カード発行から 

５回目の誕生日まで）があります。電子証明書の有効期限を迎える方には国 

から順次、「有効期限通知書」が送付されます。 

更新の手続きは、有効期限の３か月前の翌日からできます。「有効期限通知書」 

が未到着または紛失した場合でも手続きは可能です。 

 

電子証明書が有効期限を過ぎると、以下のサービスがご利用いただけなくな 

ります。 

 

・署名用電子証明書 

　ｅ－Ｔａｘ（国税電子申告システム）等の電子申請等 

・利用者証明用電子証明書 

　コンビニでの住民票等証明書発行サービスやマイナポータルへのログイン 

　等 

　・マイナ保険証 

 

ただし、有効期限が切れた後でも、新たに電子証明書を発行することが可能 

です。 

 

　※代理人が更新の手続きをする場合 

本人が「有効期限通知書」内の回答書欄、委任状欄に住所、氏名、暗証番 

号（３か所）を記入の上、通知書に同封されている封筒に封入し、代理人 

に渡してください。 

回答書に記載した暗証番号が誤っている場合は、本人に改めて回答書をお 

送りし、再度回答書をお持ちいただいて暗証番号の再設定を行います。そ 

のため、当日は電子証明書の更新ができませんのでご注意ください。 
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（２）紛失・盗難の場合は？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①マイナンバーカードの紛失や盗難にあった場合 → （ア）＋（イ） 

（ア）下記のフリーダイヤルにご連絡ください。２４時間３６５日、マイナン 

バーカードの電子証明書等の機能を一時停止することができます。 

 

 

マイナンバー総合フリーダイヤル（無料） 

TEL　０１２０－９５－０１７８（音声案内の後に２を押してください。） 

 

（イ）所轄の警察署（白河警察署等）に遺失届を提出してください。 

電話での対応も可能です。 

 

 

白河警察署 

TEL　０２４８－２３－０１１０ 

 

 

②マイナンバーカードが見つかった場合 

見つかったマイナンバーカードを持参して、本庁舎１階市民課または各庁舎　

地域振興課の窓口で一時停止解除届を提出してください。お手続きの際に暗証

番号（署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書）が必要です。 

 

③再交付を受けたい場合 

紛失・盗難に伴うマイナンバーカードの再交付を希望する方は、本庁舎１階 

市民課または各庁舎地域振興課にお越しください。 

 

【必要なもの】 

・所轄の警察署（白河警察署等）に遺失届を提出し、その際に通知される受理 

番号（電話での対応も可能） 

・再交付手数料　1,000 円（電子証明書を希望しない場合８００円） 

（紛失、磁気不良、継続利用手続き漏れ（P.4 参照）など） 

特急発行(要件を満たす場合)を希望する場合は 2,000 円（電子証明書を希

望しない場合 1,８００円） 
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https://1.bp.blogspot.com/-sxgI_OdXDmY/X9GX6cYMCUI/AAAAAAABcq4/1HIH0opPcz8AB_B-v_eIR5Zvc4zJn43BQCNcBGAsYHQ/s687/building_police_lamp.png


（３）暗証番号 

 

①暗証番号はロックされるの？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

なりすましを防止するため、署名用電子証明書の場合は５回、利用者証明用 

電子証明書の場合は３回連続して暗証番号を間違えるとロックがかかります。 

・署名用電子証明書暗証番号　英数字 6～16 桁 

　　　・利用者証明用電子証明書暗証番号　数字 4 桁 

 

②暗証番号を忘れた時や、ロックがかかった時はどうするの？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

暗証番号を再設定することができます。 

 
 

 

 

　　　・なお、署名用電子証明書・利用者証明用のどちらかの暗証番号が分かる場

合にはもう片方の暗証番号をスマートフォンとコンビニのマルチコピー機

を利用して初期化・再設定することも可能です。
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 来庁者 本人

 場　所 本庁舎１階市民課、各庁舎地域振興課の窓口

 持ち物 マイナンバーカード



マイナンバー制度では、所得税の情報は税務

署、住民税の情報は市というように、これまで

と同様に個人情報を分散して管理します。ま

た、平成２９年度から、行政機関同士での情報

のやりとりが開始されました。その際は市民の

皆さんのマイナンバーは使いません。さらに、

通信は暗号化されるなどマイナンバーを使っ

て個人情報を盗み出すことができないように

安全・安心な仕組みになっています。

　 

 

 

（１）皆さんの個人情報を守ります！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

マイナンバーの利用は法律や条例で定められた事務に限定されています。また、 

マイナンバーを利用する場合は、マイナンバーの紛失や漏えい防止等のために、 

適切な安全対策を講じる義務も課されています。マイナンバーを適切に管理 

するため、安全管理対策を徹底してまいります。 

 

 

 

 

 

（２）集中管理ではなく分散管理で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）詐欺に注意！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

マイナンバー制度をかたる不審な問い合わせにご注意ください。白河市の職員 

が電話や訪問により、マイナンバーを聞き出したり、金銭を要求したりするこ 

とは絶対にありません。怪しいと思ったら、白河市消費生活センターにご連絡 

ください。 
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連絡先

白河市消費生活センター 

ＴＥＬ　０２４８－２２－１１３３（いいみみ）

 相談場所 白河市役所地下

 
相談時間

平日　午前９時００分～午後５時００分 

※土日祝日、年末年始を除く

５．マイナンバーを適切に管理します

シュレッダー等プライ

バシーに配慮して廃棄

できる機器の準備

ウイルス対策ソフトや

アクセスパスワードの

設定 

カギ付きの保管

用棚を用意 

取扱担当者を決め、他

の人は情報にアクセス

できない仕組みづくり

https://1.bp.blogspot.com/-rQQGl3V3fnA/XSGFyPG9tNI/AAAAAAABTj8/XMkWVwcnLu0LKJteS1y8FyM9B2PQKD2XQCLcBGAs/s800/sagi_denwa_oldwoman.png


　 

 

 

（１）マイナンバーカードに搭載されている電子証明書・暗証番号 

電子証明書とは、インターネット上でデータのやり取りを行っている相手が本 

人であること、そのデータが第三者によって改ざんされていないこと、処理が 

正しく行われたことを確認するためのものです。また、暗証番号は電子証明書 

及びアプリごとに設定されており、それぞれを使用するために必要となります。 

 

①署名用電子証明書 

 

 

 

 

②利用者証明用電子証明書 

 

 

 

 

③住民基本台帳用暗証番号 

 

 

 

 

④券面事項入力補助用暗証番号 

 

 

 

 

 

（２）マイナポータル 

マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てや介護 

をはじめとする、行政手続きの検索やオンライン申請をワンストップでできた 

り、行政機関からのお知らせを受け取れたりする、自分専用のサイトです。 

 

 

 

 

 

 

11 

 暗証番号 ６桁から１６桁までの英数字（大文字のみ）

 
使い道

ｅ－Ｔａｘ（国税電子申告システム）等の電子申請等、インタ

ーネットで電子文書を作成、送信する時に利用します。

 暗証番号 ４桁の数字

 
使い道

コンビニでの住民票等証明書発行サービスやマイナポータルへ

のログイン等に利用します。

 暗証番号 ４桁の数字

 
使い道

転入手続きの際や、住所・氏名等が変更となった場合のカード

の更新手続きをする際に利用します。

 暗証番号 ４桁の数字

 
使い道

住所・氏名・生年月日・性別等をテキストデータとして、マイナ

ポータル、e-Tax 等で使用します。

６．マイナンバーカードの使い道



◇電子申請やマイナポータルを利用するためには 

ｅ－Ｔａｘ等の電子申請及びマイナポータルをご利用される場合、次の準備 

が必要です。 

 

マイナンバーカード 　  インターネットに接続できる　 　 ＩＣ読取端末 

パソコンやスマートフォン   　（パソコンの場合） 

 

 

 

 

※ｅ－Ｔａｘは署名用電子証明書のほか、利用者証明用電子証明書や券面事項 

　入力補助用の暗証番号を使用します。（税務署発行の利用者識別番号の暗証番 

号とは異なります。） 

※詳しくは国税庁またはマイナポータル等、ご利用元のホームページをご覧 

　ください。 

 

（３）コンビニ交付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

マイナンバーカードがあれば、全国の主要なコンビニで住民票の写し等の証明 

書を取得することができます。詳しくは１３ページをご覧ください。 

 

（４）健康保険証として利用できます 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルか 

ら利用申し込みが必要です。マイナポータルでの利用申し込みが難しい場合は、 

マイナンバーカード申請・交付特設窓口や医療機関、薬局の顔認証付きカード

リーダー、またはセブンイレブン（コンビニ）の店舗等に設置してあるセブン

銀行ＡＴＭでも手続きができます。マイナンバーカードを健康保険証として利

用できる医療機関、薬局の情報は、厚生労働省のホームページで公開していま

す。 

※今までの健康保険証も有効期限がある場合は、それまで使用できます。 

 

（5）マイナンバーカードと運転免許証の一体化について 

マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化をご希望の方

は、免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード（マイナ免許

証）を所有することが可能です。詳細については、警察庁ホームページをご

覧ください。 
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（１）利用できるコンビニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

全国のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなどで 

マルチコピー機を設置している店舗 

 

（２）利用できる時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

午前６時３０分から午後１１時００分まで 

土日祝日も利用できます。（システムメンテナンス日を除く） 

 

（３）手数料 

 

（４）証明書の種類 

 

※表１　戸籍謄本、抄本、附票の写し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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証明書等の種類

手数料

 コンビニ交付 窓　口

 ・住民票の写し 

・戸籍の附票の写し 

・印鑑登録証明書 

・所得課税証明書

２００円 ３００円

 ・戸籍謄本、戸籍抄本 ４５０円

 

住民票の写し

・日本国籍の場合は続柄及び本籍、 

外国籍の場合は続柄、国籍及び在留資格等の記載の有無 

を選択することができます。 

・本人及び同一世帯員の住民票の写しの取得が可能です。

 印鑑登録証明書 事前に白河市で印鑑登録を行う必要があります。

 
所得課税証明書

各年度の賦課期日（１月１日現在）に白河市に住民登録のあ

る方に限ります。

 戸籍謄本、抄本、

附票の写し
※表１ 参照

 本籍地 住所地 コンビニ交付

 
白河市

白河市 〇

 他市区町村 〇

 

他市区町村

白河市 本籍地が白河市以外の方は、本籍地が対応している場

合、事前に利用登録申請が必要です。詳しくは本籍地

にお問い合わせください。

 
他市区町村

７．お得で便利！コンビニ交付



（５）証明書の取り方 

　　①コンビニにあるマルチコピー機のメインメニューから 

　　　  行政サービス 　→　 証明書交付サービス  を選択します。 

　　②マイナンバーカードをセットします。 

　　③暗証番号（利用者証明用４桁）を入力します。 

　　④希望する証明書の種別、記載事項、部数を選択します。 

　　⑤手数料を入れます。 

　　⑥証明書がプリントされます。 

 

（６）コンビニ交付の注意点 

①コンビニ交付では、以下の証明書等を受け取ることができません。 

・住民票コード記載の住民票の写し 

・改製原（履歴が記載された）住民票の写し 

・記載事項証明書 

・除票（亡くなられた方や転出された方の住民票）の写し 

・氏名、住所にシステム上使用できない文字が使われている証明書等 

・すでに市外へ転出した方または転出を予定している方の証明書等 

・同一世帯に転出予定者がいる場合の住民票の写し 

・申し出等により発行制限がかかっている方の証明書等 

・申告後発行可能な日数を経過していない方の税証明書 

 

②その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・白河市の本庁舎、各庁舎、各行政センターの窓口で印鑑登録証明書の請求 

をする場合は、これまでどおり印鑑登録証の提示が必要です。マイナンバ 

ーカードで交付を受けることはできません。 

・新たにマイナンバーカード交付後、または市外から転入し（継続利用後） 

コンビニで住民票の写し等を取得する場合は、手続きをした日の翌日から 

利用することができます。 

・間違って証明書を取得しても交換や返金はできません。また、無料の証明 

書（公的年金受給手続き用等）は窓口のみでの発行となります。 

　　　・住民票の氏名欄は 24 文字までの記載となります。フルネームでの記載を　　 

　　　　希望の方は、市役所窓口で請求してください。 
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住民票・戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書、所

得課税証明書は、窓口よりも１００円安くてお

得だね！



 

 

 

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出届の提

出と転入（転居）時の来庁予定の連絡が申請できます。 

このサービスを利用することで、転出元の市区町村の窓口への来庁は原則不要とな

ります（転入先市区町村の窓口での手続きは必要です）。 

 

（１）サービスの流れ 

　①引っ越す方は、マイナポータルで必要な情報や転入先自治体へ行く日を入力。 

　②転出元の自治体が転出の手続きを行う（引っ越す方は原則来庁不要）。 

　③転出元自治体から転入先自治体へ引っ越す旨等の情報が送られ、転入先自治体

が手続きの準備をする。 

　④引っ越す方は、予定日になったら転入先の自治体窓口で転入手続きを行う。 

　※転入手続き当日にオンライン申請した場合は、データの反映に時間がかかるた

め、当日中に手続きがとれない可能性があります。 

 

（２）利用可能な申請 

　・日本国内での引越し 

  ・ご自身単身での引越しのほか、申請者と住民票上同一世帯員、申請者を除く 

世帯員の方の引越し 

 

（３）申請の方法 

下記のものをご準備のうえ、マイナポータルから申請してください。 

  ・マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォン等の機器 

  ・電子証明書が有効なマイナンバーカード 

  ・利用者証明用電子証明書暗証番号（数字 4 桁） 

  ・署名用電子証明書暗証番号（英数字 6 桁から 16 桁） 

 

（４）申請可能期間 

  ・引越し前に申請する場合：引越し予定日の３０日前から 

  ・引越し後に申請する場合：引越し日から 1０日以内まで 

　※申請可能期間を超過した方は窓口でお手続きください。 

なお、転出届については郵送でもお手続きが可能です。 
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８．引越しワンストップサービス



（５）注意事項 

　①転入先自治体へは、必ずマイナンバーカードを持参してください。 

　②異動日から 14 日以内に、転入先自治体へ転入届を提出してください。 

マイナポータル等で入力した[引越す日]から 30 日経過すると、マイナンバー 

カードが失効する場合があります。 

　③マイナポータル等にて自治体から転出処理完了の通知を受け取った時点で、コ

ンビニ等のマルチコピー機で証明書の取得ができなくなります。 

 

 

 

ぴったりサービスとは、国が運営するマイナポータルを利用し、手続をオンライン

で行えるサービスです。これまで市役所に来庁し、紙などで提出していた各種申請

がマイナンバーカードを使って電子申請することができるようになります。 
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子

育

て

関

係

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

 児童手当の額の改定の請求及び届出 ： 氏名変更／住所変更等の届出

 受給事由消滅の届出 ： 未支払の児童手当の請求

 児童手当に係る寄附の申出 ： 児童手当に係る寄附変更等の申出

 児童手当受給証明（年間支払通知書再交付）

 児童手当振込口座の変更 ： 児童手当不足書類の提出

 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出

 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出

 児童手当の現況届

 児童扶養手当の現況届の事前送信

 妊娠の届出

 

介

護

関

係

要介護・要支援認定の申請 ： 要介護・要支援更新認定の申請

 要介護・要支援状態区分変更認定の申請

 居住（介護予防）サービス計画作成（変更）依頼の届出

 介護保険負担割合証の再交付申請：被保険者証の再交付申請

 介護保険負担限度額認定申請 ：高額介護（予防）サービス費の支給申請

 居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給申請

 居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請（住宅改修前）

 居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請（住宅改修後）

 住所移転後の要介護・要支援認定申請

９．いつでも！どこでも！ぴったりサービス



 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．それは、電子証明書の更新通知です。１８歳以上の方のマイナンバーカードの 

　　有効期限は発行日から１０回目の誕生日までですが、電子証明書の有効期限は 

　　発行日から５回目の誕生日までです。電子証明書の有効期限満了日の２～３か 

月前を目安に、更新通知が送付される予定です。 

 

 

 

 

 

Ａ．住民票に旧姓（旧氏）が記載できるようになりました。 

　　マイナンバーカードへの旧姓（旧氏）記載を希望される方は、まず旧姓（旧 

　　氏）の登録をしてください。住民票への旧姓（旧氏）記載の手続き終了後、 

　　マイナンバーカードに旧姓（旧氏）を記載できるようになります。 

 

 

 

 

 

Ａ．返却不要です。死亡に伴う各種手続きで、亡くなられた方の個人番号の記載を 

求められることがありますので、保管してください。 

※亡くなられた方のマイナンバー入りの住民票（除票）の写しは発行できませ 

　ん。 

 

 

 

 

 

Ａ．市が電話でマイナンバーをお教えすることはありません。すぐにマイナンバー 

を知りたい時は、マイナンバー入りの住民票の写しをお取りください。  
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１０．よくある質問

マイナンバーカードの表面には「２０××年〇月△日まで有効」

と書いてあって、まだ有効期限まで５年もあるのに更新通知が届

きました。なぜですか？

カードに旧姓（旧氏）の記載はできますか？

家族が亡くなりました。亡くなった人のマイナンバーカードは、

どうすればいいですか？

自分のマイナンバーを知りたい場合、電話で教えてくれますか？



 

 

 

 

 

Ａ． 白河市で転出手続きの際に、日本国籍を有する方は国外継続利用の手続 

　　 きをすれば、国外でも引き続きマイナンバーカードを利用できます。 

　　　※外国籍の方は、返納手続きを行います。 

　　　 

 

 

 

 

 

◇電子証明書の更新、住民異動、コンビニ交付（住民票の写し、印鑑登録証明書、 

戸籍謄本、抄本、戸籍の附票の写し）について 

　　市民課　　　　　　　　ＴＥＬ　０２４８－２２－１１１１（内線２１７５） 

表郷庁舎 地域振興課　 ＴＥＬ　０２４８－３２－２１１４ 

大信庁舎 地域振興課 　ＴＥＬ　０２４８－４６－３９７４ 

東庁舎 　地域振興課 　ＴＥＬ　０２４８－３４－２１１６ 

 

◇コンビニ交付（所得課税証明書）について 

　　税務課税政係　ＴＥＬ　０２４８－２２－１１１１（内線２１９７） 

 

受付時間：平日　午前８時３０分から午後５時１５分まで 

※土日祝日、年末年始を除く 

 

 

ＴＥＬ　０１２０－９５－０１７８（無料） 

◇音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してくださ 

い。 

受付時間：平日　　　午前９時３０分から午後８時００分まで 

土日祝日　午前９時３０分から午後５時３０分まで 

※紛失・盗難による一時停止は２４時間受付 

※English、Chinese、Korean、Spanish、Portuguese 対応 

ＴＥＬ　０１２０―０１７８－２７（無料） 
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11．お問い合わせ先

白河市役所

白河市から国外に転出する場合は、どのような手続きを行います

か？

マイナンバー総合フリーダイヤル（国） 



メモ欄✍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


